
営業届出ガイド

アカウント作成からログイン、営業の届出を行うまで



１．ログイン画面

初めて食品衛生申請等システムを利用する場合には、まず、ア
カウントを作成してください。
（ＧビジネスＩＤ（様々な行政サービスにログインできる経済
産業省が提供するサービス）を利用される方は、同ＩＤを作成
もしくはログインしてください。）

ここでは、ＧビジネスＩＤを利用せずに届出を行う場合につい
て、ご説明します。

“アカウントの作成はこちら”をクリック→右へ

－１－

２．アカウント作成画面（担当者基本情報）

アカウントの作成にあたり、担当者の基本情報を入力してくだ
さい。ここで入力するのは、アカウント登録やその後の営業の
届出を行うにあたって担当（保健所との窓口）となる方の情報
になります。

オレンジ色の部分は必須入力項目で、白色の部分は必ずしも入
力する必要はありません。

【重要】ここで入力する電子メールアドレスとパスワードが、
ログインＩＤとパスワードになります。

入力が終了したら、“次へ”をクリック→次のページへ



２．アカウント作成画面（食品等事業者基本情報）

続いて、食品等事業者の基本情報を入力してください。ここで
入力するのは、営業者（集団給食施設の管理者又は設置者）の
情報になります。法人か個人かを選択し、オレンジ色の必須入
力項目（及び番地等）を入力してください。

法人番号は国税庁の法人番号公表サイトにて検索してください。

入力が終了したら、“確認”をクリック
→担当者のメールアドレスにアカウント有効化メールが届きま
す。ＵＲＬにアクセスし、アカウントを有効化してください。

－２－

３．ログイン画面

アカウントが作成できたら、ログイン画面に戻り、

ログインＩＤ（担当者の電子メールアドレス）とパスワードを
入力し、“ログイン”をクリック

→次のページへ



５．営業の届出画面

ログインすると、メニュー画面が表示されます。

営業の届出を行う場合は、
“営業の届出”をクリック→右へ

４．メニュー画面

メニュー画面で、“営業の届出”を選択すると、届出営業施設一
覧が表示されます。

新規の届出を行う場合は、届出者情報を確認の上、
“新規届出”をクリック→次のページへ

－３－



６．新規届出画面

“主として取り扱う食品又は添加物”に
ついて、検索して選択（給食などの調
理品については、“調理食品”を選択）

“営業の種類”について、①～㉙の項目から選択

食品衛生責任者の資格について、
養成講習会を受講した方につい
ては、“⑩知事等が行う講習会
又は知事等が適正と認める講習
会受講者”を選択

HACCPの取組について、選択（集団給食施設
を含む小規模な営業者等は“②HACCPの考え方
を取り入れた衛生管理”を選択）

届出する営業施設の情報を入力してください。

オレンジ色の部分は必須入力項目で、白色の部分は必ずしも入
力する必要はありませんが、該当する場合には入力をお願いし
ます。（特に赤枠の部分は多くの業種の事業者に入力をお願い
している項目です。）

入力が終了したら、“確認”をクリックし、次の画面で入力内容
に間違いがないことを確認の上、“登録”をしてください。

－４－



届出者情報・担当者情報（アカウント作成時に入力した内容）
を修正する場合



５．営業の届出画面（等の画面上部）

届出者情報・担当者情報の修正は、“プロフィール変更”から行
います。メニュー画面、営業の届出画面等の画面上部、いずれ
からも修正を行うことができます。

“マイアカウント管理”から“プロフィール変更”をクリック
→下へ

４．メニュー画面

７．プロフィール変更画面

現在の登録情報が表示されています。
変更したい項目が表示されているか確認の上、“更新”をクリッ
ク→次のページへ

－５－



担当者の基本情報を変更してください。

入力が終了したら、“次へ”をクリック→右へ

食品等事業者の基本情報を変更してください。

入力が終了したら、“確認”をクリックし、“登録”してください。

７．プロフィール変更画面（担当者基本情報） ７．プロフィール変更画面（食品等事業者基本情報）

－６－



営業施設情報を修正・取下げする場合
（保健所から修正・取下げの指示があった場合）



５．営業の届出画面

メニュー画面で、“営業の届出”を選択し、届出営業施設一覧を
表示させてください（表示方法については、２～３ページ参
照）。

届出中の営業施設について、保健所からの指示により
修正・取下げ等を行う場合は、
“修正”をクリック→次のページへ

※１届出者情報・担当者情報を修正する場合は、５～６ページ
参照してください。
※２届出済（保健所での受理済み）の営業施設について、変更
等を行う場合は、別途お問い合わせください。

【届出が正常に行われ、保健所での確認待ちの状態】

【保健所からの指示により修正・取下げ待ちの状態】

－７－



届出中の内容を修正する場合
→指示された項目について修正してください。
入力が終了したら、①“確認”をクリック

届出中の施設について、取下げをする場合
→ ②“取下げ”をクリックし、“ＯＫ”をクリック

８．営業施設の修正・取下げ画面

① ②

－８－


